
個人情報ファイル簿 

１ 個人情報ファイルの名称 保護業務に関するファイル

２ 行政機関等の名称 三重県警察本部長

３ 個人情報ファイルが利用に供される 生活安全部生活安全企画課

事務をつかさどる組織の名称

４ 個人情報ファイルの利用目的 　警察官職務執行法等に基づく保護取扱時の速やかな身柄の

引継ぎや、適切な関係機関への通報等に資することを目的と

する。

  ５ 記録項目 【基本情報】

 １　事案番号、２　取扱所属、３　保護年月日時分、４　保

  護の種別、５　発見の端緒、６　発見場所

  【被保護者情報】

 ７　氏名、８　異名の有無、９　異名、10　性別、11　生年

月日判明の有無、12　生年月日等、13　住所、14　国籍、15

　身体特徴等、16　職業、17　認知症の疑いの有無、18　延

 長の有無、19　身柄の措置、20　23条通報有の場合の措置

 【引取者情報の有無】

 21　氏名、22　続柄、23　住所、24　連絡先

 【記事】

25　記事

 ６ 記録範囲 警察において保護した被保護者及びその引取者

 ７ 記録情報の収集方法 本人又は本人以外から収集する。

 ８ 要配慮個人情報が含まれるときは、 含まない

その旨

９ 記録情報の経常的提供先 警察庁

 10 開示請求等を受理する組織の名称及 （名称）　三重県警察本部生活安全部生活安全企画課

び所在地 （所在地）津市栄町一丁目１００番地

 11 訂正及び利用停止に関する他の法律

又はこれに基づく命令の規定による －

特別の手続等

  12 個人情報ファイルの種別 法第60条第2項第1号  

   （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

  令第21条第7項に該当するファイル 　（マニュアル処理

  　有　　　　無      ファイル）

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募 非該当

集をする個人情報ファイルである旨

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受 －

ける組織の名称及び所在地

 15 行政機関等匿名加工情報の概要 －

 16 作成された行政機関等匿名加工情報 －

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

 17 作成された行政機関等匿名加工情報 －

に関する提案をすることができる期

間

18 備考 　記録項目のうち、加工できる箇所が一つの情報項目の内

 容に限られる等極めて限定的であり、かつ、情報公開請求

 した場合に、当該情報項目の内容が開示されるため、情報

 公開請求すれば足り、行政機関等匿名加工情報の提案の募

集を行う実質的意義がなく、提案の募集対象とすることで

非効率な行政運営となるため。　


